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将
来
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考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考
え
る

　

町
で
は
、
広
聴
事
業
の
一
環
と
し
て
、
住
民
と

と
も
に
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
『
夢
・
未
来
を
語

ろ
う  
ま
ち
づ
く
り
ト
ー
ク
』
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

　

８
月　

日
、「
ま
ち
の
将
来
を
考
え
る
〜
市
町

２７

村
合
併
〜
」
を
テ
ー
マ
に
、『
夢
・
未
来
を
語
ろ
う 

ま
ち
づ
く
り
ト
ー
ク
』
を
開
催
し
、
昼
の
部
、
夜

の
部
の
２
回
開
催
で
、
参
加
住
民　

名
か
ら
色
々

４５

な
ご
意
見
ご
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。　

　

そ
の
中
で
、『
合
併
す
る
・
し
な
い
は
、
住
民
の

皆
さ
ん
が
決
め
る
こ
と
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
資
料
に
住

民
発
議
と
書
か
れ
て
い
る
が
も
っ
と
詳
し
く
説
明

し
て
ほ
し
い
』
と
の
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
町

と
し
て
も
知
っ
て
い
る
範
囲
で
お
答
え
し
ま
し
た

が
、
今
回
「
住
民
発
議
制
度
」
に
つ
い
て
詳
し
く

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、『
夢
・
未
来
を
語
ろ
う 
ま
ち
づ
く
り
ト
ー

ク
』
で
出
さ
れ
た
ご
意
見
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の

ご
意
見
ご
要
望
に
つ
い
て
は
、
広
報
か
み
ふ
ら
の

　

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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有
権
者
は
、　

分
の
1
以
上
の
署
名
を
持
っ
て
そ
の
代
表
者

５０

か
ら
市
町
村
の
長
に
対
し
て
、
合
併
の
相
手
方
と
な
る
市
町
村

を
示
し
、
合
併
の
た
め
の
検
討
の
場
と
な
る
合
併
協
議
会
を
設

置
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

請
求
の
手
続
き
に
は
、
①
１
つ
の
市
町
村
で
請
求
が
行
わ
れ

る
場
合（
合
併
特
例
法
第
4
条
）、
②
複
数
の
市
町
村
で
同
じ
請

求
が
行
わ
れ
る
場
合
の
２
つ
の
方
式
が
あ
り
ま
す
。

　

複
数
の
自
治
体
が
合
併
す
る
か
・
し
な
い
か
、
合
併
す
る
と
し
た
ら

ど
の
よ
う
な
方
法
で
合
併
す
る
か
、
新
し
い
ま
ち
を
ど
の
よ
う
に
つ

く
っ
て
い
く
の
か
を
相
談
す
る
「
法
定
合
併
協
議
会
」
の
設
置
に
は
、

市
町
村
が
き
っ
か
け
に
な
る
場
合
と
、
住
民
が
き
っ
か
け
と
な
り
法

定
合
併
協
議
会
の
設
置
を
請
求
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

左
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
は
、
１
つ
の
町
の
住
民
の
代
表
が
合
併

す
る
市
町
村
を
指
定
し
て
、
有
権
者
の　

分
の
1
の
署
名
を
集
め
て

５０

市
町
村
に
請
求
す
る
「
住
民
発
議
」
の
場
合
に
つ
い
て
、
住
民
発
議
後
、

法
定
合
併
協
議
会
が
発
足
さ
れ
る
ま
で
の
手
続
き
の
方
法
と
流
れ
を

例
示
し
て
い
ま
す
。

自主的な
市町村合併の進め方

�住民発議
住民がきっかけとなる場合
　法定合併協議会の設置を
住民が市町村長に請求しま
す。市町村の有権者の１／
５０以上の署名が必要。

�事前協議
市町村がきっかけとなる場合
　合併の検討を行う事実上の
話し合いです。合併研究会や
任意の合併協議会といった組
織がつくられる場合が多い。

�法定合併協議会の設置
　設置には全ての関係市町村議会の議決が必要

　合併を行うこと自体の是非を含めて、合併についてあ
らゆる事を正式に話し合う場所です。
　合併の方向が決まると、新市町村のまちづくり計画と
その実現方法を「市町村建設計画」にまとめます。
　話し合いの結果の主要な部分は、通常「合併協定書」
といった形にまとめられます。

�市町村合併の議決
　合併協定書に基づき、関係市町村の議会が、合併の議
決をします。

�知事への申請
　全ての市町村長から知事へ合併の申請を行います。

�北海道議会の議決と知事の決定
　北海道議会の議決後に北海道知事が市町村合併の正式
決定を行います。
　市を含んだ合併や市になる合併の場合には、総務大臣
への協議と同意が必要となります。

�総務大臣への届出と総務大臣の告示
　総務大臣の告示によって市町村合併の効力が発生し、
新市町村が誕生します。

�
�

�

� �

�

市
町
村
合
併
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

企
画
調
整
課
振
興
係�
�
6
9
8
0
へ
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請求代表者が
町長に提出する署名簿

Ｂ町・Ｃ村のどちらかでも、
「議会で審議しない」の回
答がＡ町にあった場合

Ｂ町とＣ村に協議会の設置について、議会
で検討するかどうか、Ｂ町長・Ｃ村長に意
見を求めます。

Ａ町の住民代表が、有権者の50分の１の署
名を集めてＡ町長に提出しました。
（内容は、Ａ町・Ｂ町・Ｃ村との法定合併
協議会の設置の請求です。）

Ｂ町・Ｃ村の両方で、「議会
で審議します」の回答がＡ
町にあった場合
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Ａ町・Ｂ町・Ｃ村の議会で
協議会設置賛成

Ａ町議会が反対反対、Ｂ町・Ｃ
村の議会で協議会設置賛成

Ｂ町・Ｃ村の議会のどちらか、ま
たは、両方が協議会設置反対反対

Ａ町長が住民投票を請求しない場
合、Ａ町の有権者の６分の１以上
の署名を集めて住民投票の請求

Ａ町長が
住民投票請求

請求

A町長A町請求者代表

照会

回答９０日以内

　請求があった場合、Ａ町長は、
①直ちに請求の旨を公表しなければならない。
②相手方の市町村長に意見をもとめた旨を北海道知事に報告し 
　なければならない。

　回答があった場合、Ａ町長は、
①直ちに回答結果をＢ町長・Ｃ町長・請求代表者に通知しなけ
　ればならない。
②回答結果を公表し、北海道知事に報告しなければならない。

合併協議会は
設置されない

△ △
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Ａ町

Ａ町長

Ｂ町長

Ｃ村長

�

�

　請求代表者は、Ａ町選挙管理委員会に文書
で請求代表者である旨を届け出ます。
　Ａ町選挙管理委員会が、請求代表者証明書
を交付した旨の告示があった日から１か月以
内に署名を集め終えなければならない。
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協議会賛成に
過半数が反対反対

合併協議会は
設置される

協議会賛成に
過半数が賛成

▲

合併の方向に決まれば、
右図�～�の順に進められます。
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�

��

�

A町長も住民代表A町長も住民代表
も住民投票の請求も住民投票の請求
をしない。をしない。

合併協議会は
設置される

住民発議 フローチャート住民発議　 フローチャート

�

�

合併協議会は
設置されない

合併協議会は
設置されない
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